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はじめに

県教育委員会によると、本県の公立普通科高校における３通学区域は、過度な受検競争

の緩和や地元高校の育成を目的に、昭和４７年度入学者選抜において導入されたものであ

る。以降、平成１６年度入学者選抜での徳島市内普通科における総合選抜制度の廃止や、

令和３年度入学者選抜での城東高校の全県一区化など部分的な制度変更は行ってきたが、

基本的な枠組みを維持し、現在に至っているとのことである。

この間、通学区域制は、徳島市内普通科高校の過度な一極集中を緩和し、地元高校の育

成や不本意な遠距離通学の抑制など、一定の役割を果たしてきた一方で、依然として徳島

市内普通科高校において、学区内外の生徒間で学力検査の合格最低点に明確な差が生じて

おり、生徒同士の切磋琢磨する機会を十分には保証していないといった課題を内包してい

るとの認識を県教育委員会は示している。

こうした状況を踏まえ、県教育委員会は、学識経験者や学校関係者からなる「通学区域

制に関する有識者会議」を新たに設置し、令和６年６月に開催した第１回会議において、

県教育委員会教育長から、本県の公立普通科高校における通学区域制の在り方について、

様々な角度から検討するよう要請が行われた。

本有識者会議では、この要請を受け、計６回の会議を開催し、全２４市町村教育委員会

を対象とした聞き取り調査の結果や、県内全ての市町村立中学校、公立高等学校の生徒、

保護者及び教員等を対象としたアンケート調査の結果も参考としつつ、慎重に検討を進め

てきた。検討に当たっては、提言する内容が、本県教育の基本方針である「個性と国際性

に富み、夢と志あふれる『人財』の育成」につながるものとなるよう留意しつつ、議論を

重ねた。

この度、その検討結果を取りまとめたので、次のとおり報告する。

なお、検討過程において、通学区域制と今後の公立高校の在り方は分けて考えることは

難しく、同時に進めることが重要であるとの認識のもと、様々な意見が表明された。

このため、本報告では、「入学者選抜（公立高校普通科の通学区域制）」に対する提言と

併せて、「公立高校の在り方の方向性」についても、意見を取りまとめている。

さらに、通学区域制の将来的な在り方を議論する中で、併せて検討が必要と提案のあっ

た事項については、「今後の検討を要する事項」として、その考え方とともに申し添えて

おくこととした。

県教育委員会においては、本報告を基に具体的な検討を進め、通学区域制の撤廃に向け

た取組を着実に実行されることを期待する。
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１ 入学者選抜（公立高校普通科の通学区域制）に関する提言

(１)令和１１年度入学者選抜から、県立高校普通科の通学区域を県内全域とすること

(２)通学区域制の撤廃に向けた激変緩和の措置として、流入率の引上げ措置を令和８年度

入学者選抜から講じ、段階的に引き上げること

＜検討の経緯＞

有識者会議では、通学区域制の将来的な在り方について、受検機会の公平性などの観

点から撤廃するべきとの意見が多数を占め、第３回会議において、将来的に撤廃する方

向で議論を進めることが確認された。

また、通学区域制撤廃までの移行措置については、「流入率の変更」や「県内全域を

通学区域とする新たな学校の設定」、「通学区域の見直し」の３つの手法を中心に、それ

ぞれの長所や課題、移行措置を講じる場合の留意点等について検討を行った。第５回会

議において、通学区域制の撤廃時期は「令和１１年度入学者選抜」から、移行措置につ

いては「流入率の変更」が良いとの意見が多数を占めた。こうした議論の内容を踏まえ、

提言として取りまとめた。

＜考え方及び留意事項－提言(１)について－＞

○第３学区（徳島市内）普通科の通学区域を県内全域とすることは、第１学区（県南部）

や第２学区（県北部及び県西部）の生徒にとって、公平な受検機会が創出されること

となり、学習意欲の向上につながる。

○一方、第３学区の普通科高校の通学区域が県内全域に移行したとしても、進学に向け

た生徒の意欲や努力により、第３学区の生徒が入学者選抜において当該校の募集定員

の多数を占めることも可能である。

○通学区域を県内全域と設定する時期は、中学入試や移行期間等を考慮し、令和１１年

度入学者選抜からとすることが適当である。

○徳島市立高校については、徳島市が主体的に検討と判断を行うものとする。

＜考え方及び留意事項－提言(２)について－＞

○第３学区の流入率を緩和する場合には、第３学区の生徒にとっても学区外の普通科を

選択しやすいよう、第１学区及び第２学区の流入率を緩和するといった仕組みを整備

することが必要である。

○流入率の変更を実施する時期は、通学区域制の早急な見直しを求める声も考慮すると、

令和８年度入学者選抜からとするのが適当であり、流入率の引上げ幅は、過去の実績

を踏まえ、令和８年度入試は２％、令和９年度入試、令和１０年度入試は、引上げ後

の選抜結果等を勘案して決定することが望ましい。

○以上を十分踏まえた上で、流入率変更の判断や、変更する場合の各学区における具体

的な数値の決定については、入学者選抜制度全体の中で、バランスを見ながら検討を

進める必要があることから、県教育委員会に委ねることが適当と認められる。

○徳島市立高校については、徳島市が主体的に検討と判断を行うものとする。
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２ 今後の検討を要する事項

今回の有識者会議では、通学区域制の将来的な在り方を議論する中で、これからの本

県高等学校教育を見据え、次に挙げる事項についても検討を要するのではないかとの意

見があった。そこで本報告では、通学区域制に関する提言に加え、有識者会議として今

後の検討を要する事項について申し添えておくこととした。

特に、公立高等学校の在り方の方向性については、第５回会議において議論を行い、

将来の「公立高校の配置」や「生徒に選ばれる学校づくり」に関する意見が出されてお

り、通学区域制の撤廃までの移行期間中に本格的な検討を進め、できることから速やか

に実現する必要があるとの認識のもと、意見を取りまとめている。

（１）通学区域制に関する事項について

①高等学校の募集定員について

県教育委員会が、毎年、県内の中学３年生を対象として実施している「進学希望調

査」の結果によると、徳島市内に位置する各高等学校では、設定されている募集定員

に対して、進学を希望する生徒数が、概ね上回っているという状況が見受けられる。

また、人口減少が著しい地域や、徳島市周辺の高等学校では、募集定員を大きく下

回っているところも見受けられる。

高等学校の募集定員については、中学３年の生徒数や進学希望調査の状況のほか、

多様な観点から総合的に勘案した上で設定されていると思われるが、中学生の主体的

な進路選択により一層資するよう、適切な検討がなされることを期待する。

②入学者選抜制度の改革について

通学区域制の撤廃によって、特定の高校への志願者の集中による不合格者の増加や

学校間格差の助長などの状況が起こるおそれもあり、中学校での進路指導や生徒の進

路選択に影響を与えることから、入学者選抜制度の改善が必要であると考えられる。

県立高校に対する生徒・保護者のニーズは多様化していることから、県立高校は、

様々な特色を有する自校のスクール・ミッションやスクール・ポリシーを一層、正確

かつ効果的に伝えることが重要である。入学者選抜制度はこれらを反映し、中学生が

自身の「得意分野」、「興味・関心」及び「将来の進路先」等を考えて、将来の自己実

現につながる志望校を主体的に選択できるようにすることが望まれる。受検生の多様

な能力、個性等を評価する機会を複数回設けるなど、入学者選抜制度を見直すことを

期待する。

③遠距離通学について

不本意な遠距離通学により、通学時間や通学費用の負担が増大することが考えられ

る。通学が長時間になることで部活動等が制約され、ゆとりのある高校生活が阻害さ

れたり、交通費の負担が増えることに伴い、家庭の経済的な条件等によって通学を諦

めざるを得ない生徒がでてくることも懸念されるため、その対応の検討が望まれる。
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（２）公立高校の在り方の方向性に関する意見

①普通科高校の適正配置や再編統合など公立高校の在り方について、検討委員会に

おいて議論し、方針を示すことが必要

②県西部・県南部の拠点校を定め、新校舎を整備するなど教育環境の公平性を担保

することが必要

③地元自治体をはじめ、多様な主体とともに各高校のさらなる特色化・魅力化を進

めることが必要

＜主な意見－①について－＞

○可能な限り早期に検討委員会を設置し、本有識者会議で出された意見やアンケート

結果を参考にしつつ、県教育委員会が高校の配置や規模に関する考え方を示した上

で、再編統合を含めた具体的な検討を行う必要がある。

○今後、各地域の生徒数がさらに減少する中、現在の高校の配置を維持することは難

しいと考える。通学区域制の廃止を見据え、普通科高校を中心とした公立高校の在

り方についての方針を示すべきである。

○地元の高校をいかに残していくかも大事だが、地元ということを広めに捉え、通学

可能な範囲に行きたい学校があるという方向で考える視点も必要である。

＜主な意見－②について－＞

○通学区域制の廃止を見据え、県西部・県南部において拠点校となる高校に新校舎を

整備するなど、教育環境を平等にする必要がある。

○第３学区とその他の学区では、普通科設置校の校舎築年数に大きな差がある。新校

舎の整備など、必要と考えられる施策が講じられることなく通学区域制が撤廃され

た場合、徳島市内への一極集中が加速し、学校の存続や地域の衰退が危惧される。

○高校の小規模化が進行する中、学校間連携や遠隔授業の推進により、多様な学びの

機会を提供して、高校教育の質を担保することが望ましい。

＜主な意見－③について－＞

○全公立高校に設置されている学校運営協議会を十分に生かし、各高校のスクール・

ポリシーを起点として地域との連携・協働を促進することが重要である。

○通学区域制が撤廃されると、遠距離通学をはじめ、県外や通信制の高校を選択する

生徒が増加することが想定される。県外の先進事例も参考に、徳島市外の普通科の

充実に力を入れ、県内外から行きたいと思える学校づくりを進めてほしい。

○多様な主体との連携協力がなくては高校魅力化の実現は困難である。地元自治体や

企業などの協力を得て、取組の先鋭化も必要であると考えられる。

○各高校とも、限られた人材と予算、時間の中で、特色ある教育活動に取り組んでい

る。さらなる特色化・魅力化を図るためには、継続的に予算を確保するとともに、

ハード面での魅力化の検討や思い切った策を講じることが必要である。

○県の取組と併せ市町村も人的・物的・財政的支援を行うなど、地元高校を育成する

という立場で踏み込んでいくことが必要である。
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資料１

徳島県公立高等学校普通科の通学区域

１ 徳島県公立高等学校について

学区 高 校 区 域

第１
小松島、富岡西、那賀、 小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、

海部 那賀町、美波町、牟岐町、海陽町

鳴門、板野、阿波、 鳴門市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、

第２ 名西、阿波西、穴吹、 石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、

脇町、池田 上板町、つるぎ町、東みよし町

第３
城南、城北、徳島北、

徳島市
徳島市立

城東、富岡東、川島 県内全域

※ 重複区域

下表の区域に保護者の住所がある生徒は、上表の第３学区の高校に通学すること

ができる。

区 域

佐那河内村、松茂町、北島町、藍住町、神山町

２ 徳島県立高等学校及び徳島市立高等学校に共通する事項

（１）学区外からの合格者数

① 育成型選抜では、学区外からの合格者数は、第１学区は学区内総募集定員の３％

以内、第２学区は学区内総募集定員の２％以内、第３学区は高校ごとに募集定員

の２％以内とする。ただし、県教育委員会が定める指定校における運動部指定競

技及び文化部指定分野による学区外からの合格者については、この制限を適用し

ない。

② 一般選抜では、学区外からの合格者数は、育成型選抜の入学予定者数と合わせ、第

１学区は学区内総募集定員の２０％以内、第２学区は１２％以内とし、第３学区は高

校ごとに、城南高等学校、城北高等学校、徳島北高等学校は募集定員の１２％以内、

徳島市立高等学校は８％以内とする。ただし、育成型選抜においては、県教育委

員会が定める指定校における運動部指定競技及び文化部指定分野による学区外か

らの入学予定者については、この制限を適用しない。

（２）その他の学科の通学区域

全日制課程の専門学科及び総合学科、定時制課程の全ての学科の通学区域は、

県内全域としている。
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資料３

通学区域制に関するこれまでの経緯

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第50条（平成13年度に規程削除）

（高等学校の通学区域の指定）
第50条 教育委員会は、高等学校の教育の普及及びその機会均等を図るため、教育委員
会規則で、当該就学希望者が就学すべきその所管に属する高等学校を指定した通学区
域を定める。ただし、一の通学区域内にあるその所管に属する高等学校に就学希望者
が集中する等特別の事情がある場合においては、通学区域について必要な調整を行う
ことができる。

昭和４６年度まで ２学区制（甲学区：県南部、乙学区：県北部、徳島市は共通学区）

昭和４７年度 総合選抜制度を開始（城東高校、城南高校、城北高校、徳島市立高校）
３学区制の導入（丙学区：徳島市を設置）
重複区域の指定（佐那河内村、松茂町、北島町、藍住町）
流入率の設定（丙学区のみ：20％）
※ 昭和51年度（15％）、昭和53年度（13％）、昭和55年度（12％）、昭和57年度（８％）

昭和５１年度 重複区域に神山町を追加

昭和５５年度 総合選抜校に城ノ内高校を追加

平成 ９年度 総合選抜校に徳島北高校を追加

平成１１年度 ●通学区域に係る規程の削除を踏まえ、「徳島県公立高等学校入学者選
～１３年度 抜制度改善検討委員会」において通学区域についても検討

→徳島県高校教育改革推進計画に反映
【内容】３学区制維持

平成１６年度 流入率の設定及び変更 ※学区の名称を、甲乙丙から第１～第３に変更
（第１学区、第２学区は８％、第３学区は高校ごとに８％）
総合選抜制度の廃止
城ノ内高校（中高一貫教育開始） ※通学区域を県内全域

平成１８年度 城南高校応用数理科及び徳島北高校国際英語科設置
川島高校（中高一貫教育開始） ※通学区域：県内全域

平成１９年度 流入率の変更（第１学区のみ：８％ → 10％）

平成２２年度 富岡東高校（中高一貫教育開始） ※通学区域：県内全域

平成３０年度 城北高校理数科学科設置 ※通学区域：県内全域

●通学区域制に関する有識者会議設置
→通学区域制に関する有識者会議報告書（提言）提出
【内容】新たな全県一区校の設定、流入率の引上げ

令和 ２年度 流入率の変更（第１学区：15％、第２学区：10％、
第３学区：城東 12％、城南・城北・徳島北 10％、徳島市立 ８％）

令和 ３年度 流入率の変更（第１学区：20％、第２学区：12％、
第３学区：城南・城北・徳島北 12％、徳島市立 ８％）

城東高校の通学区域を県内全域
城ノ内高校の生徒募集停止(中等教育学校に移行のため）

（注）流入率はそれぞれ記載の率以内



元号 年度

～ 46

２学区制
　甲学区：県南部
　乙学区：県北部
　※徳島市は共通学区

47

３学区制導入
　丙学区：徳島市
【重複区域】
　佐那河内村、松茂町、
　北島町、藍住町

丙学区のみ
 20％

総合選抜制度開始
（城東、城南、
　城北、徳島市立）

51
【重複区域】
  神山町追加

15%

53 13%

55 12% 城ノ内を追加

57 8%

…
…

9 徳島北を追加
※H13 規程削除

13

入学者選抜制度
改善検討委員会
で通学区域に
ついて検討

16
学区の名称を
甲乙丙から
第１～第３に変更

第１学区：８％
第２学区：８％
第３学区：
　高校ごと８％

総合選抜制度廃止
城ノ内
（中高一貫）

18

城南
（応用数理科）
徳島北
（国際英語科）
川島
（中高一貫）

19
第１学区のみ
10％に変更

22
富岡東
（中高一貫）

30
城北
（理数科学科）

通学区域制に
関する
有識者会議設置

…
…

2

第１学区：15％
第２学区：10％
第３学区
　城東　：12％
　城南･城北･
　徳島北：10％
　徳島市立：８％

3

第１学区：20％
第２学区：12％
第３学区
　城南･城北･
　徳島北：12％
　徳島市立：８％

城東

※城ノ内
　生徒募集停止

会議等

昭
　
　
　
和

平
　
　
　
成

令
　
 
和

学区・重複区域 流入率 総合選抜制度 全県一区化

地方教育行政の
組織及び運営に
関する
法律第50条
（通学区域の指定）

（ フロー図 ）
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資料４

通学区域制に関する有識者会議開催経過

令和６年６月４日（火）第１回
【主な内容】
＜事務局説明＞

○本県における現行の通学区域制について
○前回見直し（令和２年度、３年度）の検証結果について
○市町村からの要望内容について

＜意見交換＞
○通学区域制の将来的な在り方について

令和６年７月２４日（水）第２回（第１回総合教育会議合同開催）
【主な内容】
＜事務局説明＞

○市町村教育委員会対象の聞き取り調査結果
○中学校ＰＴＡ会長対象のアンケート調査結果について
○通学区域制に関する全国の状況について

＜意見交換＞
○通学区域制の将来的な在り方について

令和６年８月２７日（火）第３回
【主な内容】
＜事務局説明＞

○これまでの議論について
＜意見交換＞

○通学区域制に係る見直し案の検討について

令和６年１０月３１日（木）第４回
【主な内容】
＜事務局説明＞

○これまでの議論について
○通学区域制に関するアンケート結果について

＜意見交換＞
○通学区域制見直しの具体について

令和６年１２月２７日（金）第５回
【主な内容】
＜事務局説明＞

○これまでの議論の整理について
○通学区域制に関するアンケート結果について

＜意見交換＞
○公立高校の在り方の方向性について
○通学区域制見直しの具体について

令和７年１月２９日（水）第６回
【主な内容】
＜事務局説明＞

○これまでの議論の整理について
＜意見交換＞

○通学区域制見直しの具体について
○「徳島県公立高等学校普通科の通学区域制の在り方について」報告（素案）
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資料５

通学区域制に関する有識者会議設置要綱

（設置）

第１条 徳島県公立高等学校の全日制課程における普通科の通学区域制の在り方について

検討するため、「通学区域制に関する有識者会議」（以下「有識者会議」という。）を設置

する。

（検討事項）

第２条 有識者会議は、次に掲げる事項を検討する。なお、検討結果については、徳島県

教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に報告するものとする。

（１）普通科高校における通学区域制の在り方に関する事項

（２）その他通学区域制の在り方に関連して検討が必要な事項

（組織）

第３条 委員は、学識経験者、行政関係者及び学校関係者のうちから、教育長が委嘱する。

（座長及び副座長）

第４条 有識者会議に、座長１人及び副座長１人を置く。

２ 座長及び副座長は、委員の互選によって定める。

３ 座長は、会務を総理する。

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職

務を代理する。

（運営）

第５条 有識者会議は、教育長が招集する。

２ 有識者会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 有識者会議及び有識者会議の資料は原則公開とする。ただし、有識者会議に諮り、公

開を不適当と認めるときは、この限りではない。

（庶務）

第６条 有識者会議の庶務は、教育委員会事務局教育創生課において処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、有識者会

議に諮り定める。

附 則 この要綱は、令和６年５月１４日から施行する。



　＜◎：座長、○：副座長＞ （50音順、敬称略）

　　　安　田　 佳　子 阿波市立阿波中学校　学校運営協議会委員

　　　松　本　 賢　治
徳島県市町村教育委員会連合会　会長
徳島市教育委員会　教育長

　　　水　本　 徳　子 小松島市小松島中学校　学校運営協議会委員

　　　宮　本  　　　淳
徳島県高等学校長協会　会長
徳島県立脇町高等学校　校長

　　　寺　澤　 昌　子 徳島県立城北高等学校　校長

　　　納　田　 明　豊 有限会社ＮＯＵＤＡ　代表取締役

　　　松　尾　真千子
徳島県中学校長会　会長
徳島市富田中学校　校長

　　　孝　志　　  　茜 公認会計士

　　　高　畑  　　　聖 板野町板野中学校　校長

　　　田　崎　 隆　也 鳴門市ＰＴＡ連合会中学校部会　会長　

　　　喜　多　 利　生 石井町教育委員会　教育長

 ◎　佐　古　 秀　一 鳴門教育大学　学長

　　　隅　田　  　　徹 株式会社えんがわ　代表取締役

　　　赤　松　梨江子
四国まなび未来ネットワーク研究所　代表
文部科学省ＣＳマイスター

　　　大　杉　 麻　弥
徳島市・名東郡ＰＴＡ連合会中学部会　会長
徳島市徳島中学校　ＰＴＡ会長

　　　金　西　 計　英 徳島大学高等教育研究センター　教授

 ○　青　木　 正　繁 医療法人新心会総務部　次長

資料６

令和６年度　通学区域制に関する有識者会議委員

氏　　名            　　　　　　役　　　職　　　等
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